
問題の背景と介護保険制度 

 人手不足が深刻化する中、さらなる追い

打ちをかけるように、従業員の介護による

離職が増えています。我が国における核家

族化・少子化・高齢化等の問題はまだしば

らく続きます。介護保険制度は、介護を担

う家族の負担軽減と社会全体で支え合う仕

組みとして、1997 年に成立し、2000 年に施

行されたものです。従業員の介護による離

職を少しでも減らせるように、企業も介護

保険制度を理解する必要性が増しています。 

 介護保険法第１条の目的から、「介護」と

は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因

する疾病等によって、それまで自分ででき

ていた生活ができなくなってしまった場合

手助けすることで、つまり、本人の今の能

力を最大限に活用し、日常生活を営めるよ

う必要な支援をすることです。 

 介護保険制度は、65 歳以上の高齢者また

は、40歳から 64歳の特定疾病患者のうち、

介護が必要になった人を、社会全体で支え

る仕組みです。具体的には、保険料を社会

全体（現状は原則 40 歳以上）で支払い、介

護が必要になったとき必要なサービスや給

付を受けられる制度です。 

 

介護サービスを受けるまでの流れ 

 介護サービスの提供を受けるには、要介

護認定（または要支援認定）されることが

必要です。認定の申請から認定までは約 1

か月を要します。認定の申請は、市区町村

の窓口や地域包括センターに行います。本

人・家族が申請できない場合には、地域包

括センターや居宅介護支援事業者（ケアマ

ネジャー）に申請手続きの代行を依頼する

こともできます。 

 家族だけでの介護には限界があります。

仕事を継続しながら家族の介護をする場合

には更なる負担が重なります。地域包括セ

ンター、居宅介護事業者（ケアマネージャ

ー）に相談すると、必要な手続きの代行の

他、介護サービスを実際に受けられるよう

になるまでの期間についてもアドバイスを

受けることができます。 

家族だけで頑張ろうとせず、ぜひ行政や

専門家を活用することをお勧めしたいと思

います。 
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